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別記様式第１号（第４条関係） 

木津川市行財政改革推進委員会 会議経過要旨 

会 議 名 
令和元年度第２回 木津川市行財政改革推進委員会（令和元年度第１回外部

評価） 

日 時 
令和元年１０月３１日（木） 

午後２時～午後４時１５分 
場 所 

木津川市役所本庁舎５階 

全員協議会室（公開） 

出 席 者 

委 員 

出席：■ 

欠席：□ 

■澤井委員（会長）     ■新川委員（副会長） 

□可知委員  ■福本委員  ■山岡委員  ■山口委員 

■鴛田委員  ■神野委員  ■辻野委員 

その他出席者 

Ｎｏ．１「市民協働の推進」（学研企画課） 

（説明員）武田マチオモイ部長、奥田学研企画課長、松下

課長補佐、比志島係長 

Ｎｏ．５「審議会等の公募委員導入・透明性の向上」（人

事秘書課） 

（説明員）井上市長室長、安田係長、吉田主任 

（傍聴者）３名 

庶 務 
（事務局：総務部財政課行財政改革推進室） 

 池尻総務部長、城田室長、広瀬主任 

 

議 題 

 

１．開  会 

２．議  事 

 （１）令和元年度第１回外部評価 

   ①Ｎｏ．１「市民協働の推進」（学研企画課） 

②Ｎｏ．５「審議会等の公募委員導入・透明性の向上」（人事秘書 

課） 

３．そ の 他 

 （１）組織改正について 

 （２）木津川市公共施設等総合管理計画 施設類型別個別施設計画（第１

期）の策定について 

 （３）第３回委員会日程について 

４．閉  会 

会議結果要旨 

・次の項目について、令和元年度第１回外部評価を行った。 

 ○Ｎｏ．１「市民協働の推進」 

○Ｎｏ．５「審議会等の公募委員導入・透明性の向上」 

会議経過要旨 
１．開  会 

 ◎神野委員を、本日の会議記録署名委員に指名した。 
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２．議  事 

 

（１）令和元年度第１回外部評価 

  ①Ｎｏ．１「市民協働の推進」（学研企画課） 

 

 ◎事務局から外部評価実施要領の説明を受けた後、Ｎｏ．１について外部

評価のヒアリングを行った。 

 

 [資料] 

令和元年度第１回外部評価資料 Ｎｏ．１「市民協働の推進」 

 

[概要説明] 

説明員から、資料に基づき、取組内容、実績等について説明を受けた。 

 

質疑応答など 

○関連資料①について、事業に対し１００万円や５０万円、１５０万円な

ど一律に補助金が支給されているが、これらの金額は事業計画の詳細を

ヒアリングしてから決定しているのか。また、１４「高齢者等を対象と

した移送サービス（福祉有償運送）」は、他事業と異なり１８７万３千

円の補助となっているが、理由は。 

⇒ふるさと応援事業補助金については、その事業の取組年数によって補助

金額が変わり、１年目は２５０万円、２年目は１５０万円、３年目は１

００万円が上限となります。資料３ページの１番から９番までの事業は

３年目となるため、１００万円が上限です。事業者は実際には１００万

円以上の事業を行っていますが、市の補助金としては１００万円を上限

としています。なお、５０万円となっているものは、事業計画に基づく

申請によるものです。また４ページのうち、１０番から１３番までの事

業は２年目のため、１５０万円が上限、１４番の事業は１年目の事業の

ため、２５０万円が上限となっていますが、事業として一定の収入が見

込めるとして、事業者からの申請に基づき、１８７万３千円とする交付

決定を行ったものです。 

○そうであれば、３年間取り組むことで最高５００万円の補助となるの

か。 

⇒そのとおりです。補助金をまちづくりのためのイニシャルコストとし

て、また、今後の収入手段を確保いただくよう制度設計をしているもの

です。 

○事業者にとっては、補助金額以上の事業費の負担があることを理解し

た。 

 

○まず、資料が少なすぎるので、そもそも事業の検証が難しいことを申し

◎：議事・進行 

○：質問・意見 

⇒：説明・回答 
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上げる。加えて、平成２８年度から平成３１年度までで事業にかかった

総費用と、各年度ごとの費用はいくらか。 

⇒総費用については、平成２８年度は１，９８２万円、平成２９年度は

２，０５７万円、平成３０年度は１，６２１万円、令和元年度は予算ベ

ースとなりますが、５５０万円です。なお、この事業の財源は国の地方

創生推進交付金を活用しており、令和元年度を除く３年間の補助金総額

としては、累計で５，７５７万円、うち交付金以外の市単費では２，１

２５万円を交付しています。 

 

○幅広い内容の事業があるが、情報発信の方法は。 

⇒情報発信は各団体が行っていますが、団体の活動で市民が参加できるイ

ベントなどについては、広報に掲載してお知らせしています。加えて、

市として、補助金の使途など事業内容等についてホームページ等で公開

しています。 

 

○事業として採択する前に事業計画というものは存在するのか。また、効

果検証はどのようにして行っているのか。 

⇒団体には、提案書として定められた様式で事業を提案いただき、ふるさ

と応援事業審査会での審議によって、事業として採択するかを決定しま

す。また、次年度以降も継続して取り組むかに関しては、次年度の審査

会で評価するとともに、市議会やまち・ひと・しごと創生総合戦略推進

委員会でも毎年度報告し、そこでいただいた意見を団体にも伝えながら

検証しています。 

○ふるさと応援事業審査会の構成メンバーは。 

⇒メンバーは、市長、副市長、教育長、政策監、マチオモイ部長、総務部

長であり、本市の政策会議メンバーとなります。 

 

○本市のスローガンは「子どもが住みやすいまち」、総合戦略には「子育

て」が前面に示されている。しかし、採択事業の内訳は、食関係が７事

業、観光関係３事業、福祉関係２事業、その他２事業となっており、子

育て関係の事業はない。ふるさと応援事業についてどのような情報発信

を行っているのか。方針の連鎖があってしかるべきではないか。 

⇒重要なご指摘と考えます。地方創生の推進は大きな課題であり、本市の

地方創生は子育てを施策の柱としています。ふるさと応援事業補助金は

この地方創生に連携した事業として、「１.学研都市としての特性を活

かした産業の活性化、都市近郊農業の振興・活性化、企業誘致・立

地による雇用と就業の創出」、「２.交流人口の増加、地域住民によ

る「地域活性化・観光」の展開」、「３.「子育て支援Ｎｏ．１」を

目指した施策の充実」、「４.小さな拠点を活用した個性と魅力あふ

れる地域コミュニティの充実」、「５.地元教育機関や企業との連携
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によるまちの活性化」、「６.まちづくりに取り組む、取り組もうと

する人材の支援・創出」の６つの方針に基づき取り組むものです。

一見、採択事業では、「KIZU-NA紡ぐプロジェクト」や「キチキチプ

ロジェクト」を除き直接的に子育てに繋がる事業はないように見え

ますが、最終的にはそれに繋がると考えています。 

○６つの基本方針には、食文化の育成は含まれていないようであるが、採

択事業に関しては１４事業中７つもあり、分野に大きな偏りが生じてい

る。なぜこのようになっているのか。 

⇒採択事業の「山城ごはん」については、山城地域の農産物の販路拡大と

地産地消の促進として、基本方針の「都市近郊農業の振興・活性化」に

繋がるものと考えます。また、「当尾地域での農小屋を活用した加工場

事業」、「商工会青年部によるタケノコバーガーのご当地グルメ化事

業」、「上狛茶業者によるお茶産業活性化事業」については、当尾地域

や山城地域などの地元において、食をキーとした地域の創出やまちづく

りに取り組まれていることで、どうしても食べ物に目が向きやすい面は

あると思われます。 

 

○採択事業については、平成３０年度は１４事業、令和元年度は５事業だ

が、応募事業はいくつあったのか。 

⇒１７事業の提案があり、２事業が不採択、１事業が事業撤退という内訳

になっています。 

 

○関連資料①のふるさと応援事業は市の事業、関連資料②の地域力再生プ

ロジェクト支援事業は京都府主体の事業ということだが、それぞれの事

業のコンセプトとそれらについてどのようにすみ分けされているかな

ど、市の考えを聞かせてほしい。 

⇒ふるさと応援事業は市の独自事業のため、市が事業採択し補助します。

一方、地域力再生プロジェクトは京都府と京都府市町村振興協会が実施

主体のため、市が事業の採択に関わることはできませんが、ふるさと応

援事業で採択されなかった事業で、地域力再生プロジェクトの目的に合

致するような事業がある場合は、そちらを紹介することもあります。な

お、地域力再生プロジェクトについては、補助率２／３となるため、残

りの１／３は申請団体の負担となります。 

○地域力再生プロジェクトに申請される事業も、ふるさと応援事業審査会

が選ぶのか。 

⇒ふるさと応援事業と地域力再生プロジェクトは別事業のため、地域力再

生プロジェクトに応募するためには、要綱に沿った申請が必要になりま

す。市としては、団体等が行うまちづくり活動を支援するための選択肢

のひとつとして紹介するものですが、申請を検討している団体からの相

談を受けたり、採択されるように助言を行うこともあります。 
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○市が申請するのではないのか。 

⇒申請は団体自身が行います。 

 

○関連資料①には事業を行う団体名が書かれていない。 

⇒この資料は採択事業一覧として事業名と事業概要を記載し、これまでホ

ームページ等での会議資料として用いていたものです。こちらの資料に

は団体名を記載しませんでしたが、審査会や議会への報告時には団体名

を明らかにしているため、今後ホームページでの公表等にあたっては、

ご指摘を踏まえ、改善を図っていきたいと考えます。 

○ふるさと応援事業補助金と地域力再生プロジェクト支援事業交付金で重

複して交付していることはないのか。 

⇒団体が、同一事業に対して、補助金と交付金を重複して受け取っている

ことはありません。ただ、同一団体がふるさと応援事業補助金と地域力

再生プロジェクト支援事業交付金とで別事業を申請して交付を受けてい

る例はあります。 

 

○ふるさと応援事業補助金の交付要綱第１１条を見ると、「必要に応じて

現地調査を行う」とあるが、実際に１４事業の現地調査を行った上で、

今回のＡ評価という評価をつけたのか。 

⇒現状では、各団体には文書で実績を提出していただいています。個々の

事業を点数化して評価することはしていませんが、補助金を交付する立

場として、事業の状況を注視するという観点や議会等への報告のために

も、できるだけ団体とのコミュニケーションや現地で確認することを心

がけています。また、重要と考えているものとして、１年に１、２度市

が開催している中間報告会があります。これは、事業実施団体が現状や

課題などを発表・共有することや、各団体間で交流を図ることで、新た

なマッチングやヒントを得る場として、補助金制度の廃止後も継続して

いくこととしています。 

○そうした結果として１４事業がＡ評価に近かったので、総合的にＡ評価

と判断したということか。１４事業中でＢ評価はなかったのか。 

⇒事業ごとの評価ではなく、相対的な評価としてＡ評価としたものです。 

○現在の資料では、事業概要の記載しかなく、事業を実施したことによる

効果等が見えないとの意見に同感である。短い会議時間中でも効果がわ

かるような資料作成をしてほしかった。例えば木津川婚パによるカップ

ル成立件数など、効果を数値として示すことが必要と考える。また、中

間報告会にも力を入れているとのことなのでその点は評価するが、こう

した点についても記載されていれば、より良い資料となったのではない

か。 

⇒サイトアクセス数やカフェの来店人数、カップル成立件数などの実績に

ついては当課で把握しているものの、充分な資料を提供できず申し訳あ

りませんでした。 
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○木津川婚パについては、私が調べた限り、３年間で３９２万円の補助金

が交付されている。最終年度では８８万円の事業費がかかっている。こ

れを１４で割ると１人当たり６万２千８５７円となるが、４００万円近

くの費用をかけたにもかかわらず成果が少ないとなると残念なことだ

が、成果と、市としての評価は。 

⇒木津川婚パについては、平成２８年度ではマッチングされたのが３組、

イベント終了後の引き合わせが３組、２５人参加のワークショップが４

回開催されました。平成２９年度では引き合わせ２組、セミナーは１５

回開催､平成３０年度はカップル成立１組という結果で、このうち７組

が結婚され木津川市に居住されていると聞いています。木津川婚パは、

認定を受けた婚活マスターと呼ばれる人が、自宅や店舗等でイベントを

行っていますが、今後も継続して事業に取り組むという返事を得ていま

す。この事業をきっかけに、市民自らの手で婚活事業を行い、成立した

カップルに本市に居住してもらうことで、「子育て」、「交流人口の増

加」に繋がればと考えます。 

 

○補助金額の上限が決められている中で、本当に事業として妥当な金額と

して認められた結果であるのか気になる。事業を採択するにあたっては

必要な経費の確認は行っているだろうが、そこで気がかりな点等があれ

ば教えてほしい。 

⇒申請に関しては見積書と収支予算書の提出を求めており、これを確認し

ています。また、本事業はイニシャルコストに対する補助となるため、

購入した備品等には補助金で購入した旨を明記したシールを貼り、仕分

けすることを求めています。なお、団体には公費によって補助するもの

であることを十分に説明しています。 

○この事業の性質上、新たな事業を起こすときのイニシャルコストに対し

ての補助となるのは理解できる。一方で、税金を使った事業となるた

め、途中で事業が取り止めとなる事態は避けたいところである。市とし

ては、事業が将来も継続するための具体的な保証や、これを確保するた

めの手段を持っているのか。それとも、団体のやる気や熱意にお願いす

るほかないのか。 

⇒公金による支援を行っているものであることを踏まえ、事業を継続して

もらうことが課題であり、非常に重要と考えます。事業継続に向けた環

境整備や支援を行うことで、団体の熱意が冷めないようにする仕掛けが

必要になると考えます。保証とまでは言えませんが、事業報告会を開催

する中で、補助制度を活用した感想や意見を伺ったり、他団体の取組み

を紹介する中で今後も継続していただきたい旨を伝えていきたいと考え

ます。 

○こうした取組みに対しては、行政からフォローすることが大事かもしれ

ない。 

 また、評価については、団体が事業に取り組んだ成果に対する評価と、
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市としてふるさと応援事業に取り組んできた成果に対する評価とでは、

異なって当然と考える。各団体の取組みの成否が市としての評価とされ

るのか、市としてどのような視点で事業を評価するのか考え方を知りた

い。 

⇒市全体としての評価は、各団体の取組みだけに依るものではないと考え

ます。補助金を交付する対象には様々な団体がありますが、その方たち

の活動が周囲に波及することで生まれる効果もあります。観光案内所、

環境保全、子育て、人口減少区域の地域活性化などの多くの面で市民の

力も合わせなければ、行政だけの力では成り立ちません。自助・共助・

公助の取組みが重要になる中で、市民協働によるまちづくりが進んでき

ていることが確認できたため、相対的な評価としてＡ評価としたもので

す。 

○その点が最も大事であると考える。この事業を時限つきの補助金として

いるということは、連携や協働の調査・研究、新たな方式を発見するこ

とが目的であったかと理解している。市としてこの事業の実施からどの

ように学びとり、Ａ評価に値する新しい連携方式として認識し、今後の

市政に展開していけば良いと考えるが、どのような学びがあったのかを

知りたい。 

⇒まずもって団体の熱意を感じたところです。また、今までからも認識し

ていたところですが、この事業では「世代交代」についての団体の不安

をより切実に理解できるようになったと考えます。現世代から次世代に

取組みをうまく引き継げるかという問題に直面することで、世代交代に

ついての意識が高まりました。さらには、異なる業種間のマッチングに

ついても学びが多いと考えます。例えば、農業関係の団体の人は、普段

は子育て関係のイベントに関わることがありません。それを報告会でマ

ッチングすることで、新たな視点が広がったと考えています。まち・ひ

と・しごと創生総合戦略推進委員会においても、異なる分野の人々どう

しのマッチングが行政の役目というお言葉をいただき、その必要性を実

感しました。補助金を交付することだけが支援ではないと思うことか

ら、行政としての方針やあり方を考えていきたいです。 

 

○市民協働の視点から見た行政のあり方として、３つの課題への対策を希

望する。１つ目は１１５万人とも言われる引きこもりを抱える８０５０

問題への対策、２つ目はふるさと応援事業補助金の要綱にも対象事業と

して掲げられている、「学研都市としての特性を生かした産業の活性

化」とのジョイント、３つ目は本市の合計特殊出生率（１．５４）を、

政府の掲げる１．８０までどのようにして上げるのか。このような視点

を含め、次の市民協働のあり方の検討に盛り込んでほしい。 

 

○採択事業の概要はあるが成果の記載がないため、現状の資料では評価す

ることが困難である。３年間継続してきた事業もあり、一定の成果は出
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ていると考えられるため、これについても概要欄への記載をお願いした

い。 

⇒まち・ひと・しごと創生総合戦略推進委員会を開催した際の資料に、事

業の概ねの内容を記載したものがありますので、この委員会が終わるま

でに提供させていただきます。 

 

○事業を行うにあたって、民間資金を活用した補助・支援制度はあるか。 

⇒各種民間における提案型や企業のＣＳＲ活動としての補助制度があると

思われます。本市で活用されている事例は確認できていませんが、ＣＳ

Ｒ活動は木津川市内でも行われています。 

 

 ○ふるさと応援事業は今年度末で終了するとしているが、今後の協働事業 

のあり方は。 

 ⇒この事業は時限立法なので、今年度末で終了します。今後は、第２期地

方創生総合戦略の策定を議論する中で、行政としての後方支援は変わら

ず行うものの、このような採択制の補助金事業を継続するかは、経費の

側面からも検討していかなければならないと考えています。しかしなが

ら、本市には採択制の補助金事業の他にも、各施策に沿った補助金制度

（地域活動支援交付金、古紙類集団回収事業補助金、自主防災組織活動

助成金）もあるため、これらの充実を図ることも重要と考えます。 

 ○補助金や交付金が絡むと、団体は行政の下部機関になってしまう。それ

は本来の「協働」とはかけ離れた姿であり、この原理を見つめ直して、

「協働」に働くようなお金の使い方を考えなくてはならない。各課の協

働のあり方はどのような状況なのか。「協働」の視点でお金を使ってい

るのか。 

 ⇒第２次木津川市総合計画においては、「自助・共助・公助で支え合うま

ちづくり」、「情報共有、参加・参画、協働のまちづくり」を基本原則

としており、補助金や交付金に頼ってまちづくりが進むという考えはあ

りません。これまで様々な取組みを行う中で、個人や団体の中から「つ

わもの」と呼ばれ各分野で活躍するような人物を探し出してきて、その

人物を中心として事業が進むように伴走することで、活力ある木津川市

の源となる段階にきており、そのような人物が生まれるような仕掛け作

りを行うことが行政の仕事と考えます。本市には他にも、自主防災組織

と危機管理課が協働して事業を行っている例もあります。第２次総合計

画の基本方針に沿って各課が協働によるまちづくりに取り組むことで、

この厳しい時代を乗り越えていきたいと考えています。 

 ○第２次木津川市総合計画の状況は。 

 ⇒第２次木津川市総合計画は平成３１年４月に策定し、先に申し上げた基

本原則を定めています。 

 ○上位にある総合計画の基本原則を各課にどのようにおろしてまちづくり

を進めるかが課題なので、具体的な手立てについて検討してもらいた
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い。 

  ふるさと応援事業補助金自体は優れた制度である。示されたような多額

の補助金を使って事業を行える団体が存在するとは驚きだった。 

  

 ◎外部評価シートに評価を記入した。なお、後日の提出にあっては２週間

を目途として事務局へ提出することとした。ヒアリング中に言及のあっ

た採択事業の成果の資料について、学研企画課から配付された。 

 

  ②Ｎｏ．５「審議会等の公募委員導入・透明性の向上」（人事秘書

課） 

 

◎Ｎｏ．５について外部評価のヒアリングを行った。 

 

 [資料] 

令和元年度第１回外部評価資料 Ｎｏ．５「審議会等の公募委員導入・透

明性の向上」 

 

[概要説明] 

説明員から、資料に基づき、取組内容、実績等について説明を受けた。 

 

質疑応答など 

○公募委員となってからは、様々な資料から市のことを勉強しているが、

色々なことをやっていることがわかった。造詣が深い識見委員の方に比

べると公募委員の考えは素人のものである。だが、公募委員の役割とし

ては、市民目線・市民感覚での考えや地域で暮らす中で見聞きし感じる

ことを、地域に根差した意見として述べることが求められていると考え

ている。その点では、関連資料②の１９「木津川市地域包括支援センタ

ー運営協議会」、２０「木津川市地域密着型サービス運営委員会」、２

１「木津川市老人福祉センター運営委員会」、２２「木津川市子ども・

子育て会議」といった審議会等では公募委員が選任されておらず、かつ

女性委員もわずかである。このような審議会では、公募委員が選任され

てしかりと思うが、公募委員が必要とされるような状況には至っていな

いと考えればよいのか。市として審議会に求めるコンセプトが知りた

い。 

⇒関連資料②にある３８審議会等では、それぞれ条例等に基づいて委員の

構成等が定められています。例に挙げていただいたもののうち、木津川

市地域包括支援センター運営協議会条例では、委員構成として見識者、

保健・医療関係者、介護保険の被保険者及び利用者となっていますが、

「利用者」の選任方法は公募によるものかなど確認がとれていません。

ご意見をいただいた内容を踏まえ、できることから整理していきたいと

考えます。 
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○条例では、「公募委員や女性委員を選任しない」ということまでは定め

られていないのではないか。 

⇒３８審議会等の設置の根拠条例を調べたところ、公募委員を設置する旨

の規定があるものは、「木津川市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進

委員会」、「木津川市総合計画審議会」、「木津川市行財政改革推進委

員会」、「木津川市男女共同参画審議会」の４つのみとなっています。

それ以外の審議会等の規定の多くでは「識見を持つ者」を選任するとな

っており、公募委員を設置できるものは既に設置されていると理解して

います。 

○公募委員を設置するかどうかについての判断は、条例によるほか、各審

議会に委ねられているということのようだが、担当課としては所管課任

せにせず、他団体との比較で公募委員が少ないといった現状を把握した

上で、公募委員導入を積極的に推進するという姿勢を見せてほしい。 

⇒審議会における公募委員のあり方について、いただいた意見を踏まえ、

再度検討していきます。条例に規定された中で人事秘書課が集約し整理

できた現状としては、関連資料のとおりとご理解ください。 

○状況は理解できたが、本市の公募委員・女性委員両方の比率が少なすぎ

ると感じるので、そこを意識してもらいたい。今後はとりまとめるだけ

の立場ではなく、市長の直轄組織として情報発信し、公募委員と女性委

員の比率を高めることを希望する。 

 

○本市は他市と比較して、公募委員の絶対数が少ない。農業委員会や監査

委員会といった委員会等を他市の表から除いても、Ａ市は３１名、Ｂ市

は４３名の公募委員数がいるが、本市の公募委員数は１８名で割合は

３．５％である。この数値を他市並みの水準にするのか、それ以上を目

指す考えでいるのか。また、委員定数は固定化されるものではないと考

えることから、公募委員を選任していない審議会等への導入や人数拡大

についてどう扱うのか。加えて、公募委員の応募者を増やす具体的な方

策があるのかを知りたい。 

 ⇒ご指摘のとおり、資料にもあるように、他市と比べて本市は公募委員の

人数や割合が少ないことは確かですが、資料を作成するにあたり、整理

が足りなかった点もあります。例えば、他市の表にある特別職報酬等審

議会は本市の表にはありません。これらについては、比較できるよう今

後整理が必要と考えています。また、少ない公募委員数を増やすため

に、何らかの施策が必要と考えます。次に、公募委員が位置づけられた

規定がわずかに４つのため、当課が旗振り役となって条例を整理してい

くことが必要になろうかと考えます。他市にできることは本市でもでき

るという認識を持っていますので、公募委員を増やす施策に取り組んで

いきたいと考えます。現時点では具体的な方策はありませんが、４つの

審議会のように公募委員を位置づける規定が整理できれば、公募委員の

いない審議会等でも募集を行うことは可能と考えます。ただ、各課にお
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いて、公募委員を採用するという意識をどのように持ってもらうかが課

題と考えます。 

 ○関連資料②の地域包括支援センター運営協議会など民生関係では公募委

員がいないが、専門家の協議会というとらえ方でいいのか。専門家だけ

の議論では、市民に開かれ伝わる議論にはならない。市民目線を持った

公募委員を入れることで議論の質も向上する。 

 ⇒平成２４年度に制度設計してから進んでいない公募委員のあり方につい

ては、スタートラインに立った気持ちで取り組みたいと考えます。 

○本市においては女性委員の割合は高く、その点は評価できる。 

○本市の廃棄物減量等推進審議会においては、１６人中５人が女性だが、

審議する内容から考えれば、３５％ほどは女性委員がいいのではない

か。どのようなテーマで審議を行うかによって、委員のあるべき比率を

考えていかねばならないのでは。恐らく正解というものはないだろう

が、市としてどのような割合とするかは、メルクマールとして示した方

がいいのではないか。 

⇒３５％を一つの審議会での女性委員の構成割合として示していますが、

現状は資料のとおりの結果となっています。 

○加えて、審議会にはあて職で選任されている委員が多いことも課題と考

える。あて職が多いと議論が深まらない傾向がある。 

⇒合併当時はいくつもの審議会を兼任されている方が多かったのですが、

現在は指針において、１人が所属できる審議会は３つまでと定めていま

す。しかし、ご指摘のとおりあて職は確かにあります。 

 

○本市の審議会等の開催時間はどのような時間帯が多いのか。 

⇒基本的には、市役所の執務時間内に行うことが多いと考えます。 

○退職後に市の審議会等に関わる方が多いと想像できるので、公募委員の

年齢層は概して高めである。そのような方々が参加しやすい時間として

日中が設定されているのだろうが、より幅広い年齢層の市民、例えば、

若年層やサラリーマン、大学生といった方々に公募委員に応募していた

だくためには、開催日時を工夫するなど参加しやすい環境づくりに取り

組むことで、市民参画を促してはどうか。 

⇒幅広い年齢層から意見をいただくことは重要と考えますが、本市の時間

外勤務の削減に向けた取組みとの整合を図ることが課題としてありま

す。 

○市民参画は重要としながらも、現在の公募委員の応募人数は大変少な

い。市民参画における新たな施策ができてこそ、応募人数も増加すると

考えるので、時代に即した柔軟な対応をお願いしたい。例えば、過去の

公募委員が集い交流できる場を設定するなど、すばらしい人材が埋もれ

ないような働きかけを行うことも検討してほしい。固定観念にとらわれ

ず新しいアイデアを発想することが必要である。 

⇒今この場でお示しできるような施策のアイデアはありませんが、市民の
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方が参画しやすい審議会の環境や公募委員のあり方など、全庁的に課題

を共有して議論する場を設けたいと考えます。 

○公募委員について定めのない審議会設置条例があるということだが、市

として統一された公募委員の規定が必要ではないか。 

⇒審議会等に係る根拠条例における公募委員の規定は、それぞれで独立し

て定めているものなので整合性が図れていません。どの程度まで公募委

員としてのあり方を統一して示せるかは、今後の検討課題とさせていた

だきます。 

 

 ○関連資料③において、公募委員への応募者が一定数いるにもかかわら

ず、委員定数を割り込んでいる審議会があるが、これは委員を辞退され

たのか、当初から公募委員の人数が決まっていて落選したのか。本来で

あれば応募者から選考し委員定数を満たすべきではないのか。 

 ⇒担当課での選考となるため、詳細は確認できていません。 

○たとえ、選定に人事秘書課が関わっていなくても、役割としてヒアリン

グ等で指摘する内容ではないか。これでは、市民参画のチャンスを喪失

させていることと同義である。 

 

 ○第３次行財政改革行動計画において、この項目が進捗管理項目として設

定されているが、人事秘書課としては、割合を高めたいなど何かしらの

目標を立てていたのか。 

 ⇒女性委員の登用率を３５％と定めてはいましたが、公募委員の人数や割

合については定めていませんでした。今回の外部評価に関連して初めて

他市の状況を知り、本市の公募委員数や割合が他市と比較して低いもの

だとわかりました。制度としては見直すことが必要ではないかと改めて

感じたところです。 

 ○関連資料②において、会議を全く公開していない審議会もあるので、公

開度を高めるという目標が必要かと考える。会議の公開度を上げること

がひとつの指針となるのではないか。 

 

◎外部評価シートに評価を記入した。なお、後日の提出にあっては、２週

間を目途として事務局へ提出することとした。 

  

３．そ の 他 

 （１）組織改正について 

 （２）木津川市公共施設等総合管理計画 施設類型別個別施設計画（第１

期）の策定について 

 （３）第３回委員会日程について 

 

 ◎事務局から令和元年１１月１日付けの組織改正と、木津川市公共施設等

総合管理計画 施設類型別個別施設計画（第１期）の策定について報告
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があった。また、次回第３回委員会については、事前連絡のとおり、令

和元年１１月１９日（火）に開催するとの連絡があった。 

 

 

４．閉  会 

 

その他特記事項 
外部評価シートの記入を後日とする場合は、会議後２週間を目途として事

務局まで提出する。 

 


